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本申請の前に、App認証メールアドレス確認・登録申請が必要です。
App認証メールアドレス確認・登録申請を行った後に、本申請に進んでください。

操作マニュアル：岡山県物品・役務入札参加資格審査申請
【App認証メールアドレス申請】

※更新申請の流れ
１．App認証メールアドレス確認申請
２．App認証メールアドレス登録申請
３．変更申請（変更届）申請者・受任者の商号・代表者職氏名・住所に変更がある場合のみ

＜参照 操作マニュアル：岡山県物品・役務入札参加資格審査申請

【変更申請（変更届）】＞

４．業務種目追加申請

初回のみ
＜参照 操作マニュアル：岡山県物品・役務入札参
加資格審査申請【APP認証メールアドレス申請】＞



岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　業務種目追加申請を行うため、下記URLからToyokumo kintoneAppへのログインを行います。

　メールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。

　上記送信ボタンをクリックしたら、入力したメールアドレスに下記件名のメールが届くため、メール本文のリンク
「Toyokumo kintoneAppにログイン」をクリックしてください。
　件名：【トヨクモ kintone連携サービス】Toyokumo kintoneAppへのログイン

 

1.Toyokumo kintoneAppへのログイン

　Toyokumo kintoneAppへのログイン：https://account.kintoneapp.com/login

「Toyokumo kintoneAppにログ
イン」をクリックしてください。

本申請の前に、App認証メールアドレス申請が必要です。
App認証メールアドレス申請を行った後に、本申請に進んでください。

操作マニュアル：岡山県物品・役務入札参加資格審査申請
【App認証メールアドレス申請】

「岡山県物品役務App認証メー
ルアドレス申請」で申請したメール
アドレスを入力してください。
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　ログインが完了すると下記（Toyokumo　Kintone　App）画面が表示されるので、下記項目をクリックします。
　選択項目：3-3.【申請用】物品・役入札参加資格者名簿（業務種目追加申請用）

　上記画面が表示されない場合は、人型アイコン（もしくはハンバーガーメニュー）をクリックして「ユーザーページ」を
選択してください。

ここをクリックしてください。

「申請者（代表者）」「契約を締
結する権限を有している者」等の
変更がある場合は、追加申請をす
る前に、変更申請を提出し、審査
完了してください。
変更審査完了後、変更内容が名
簿に反映しているかを確認後に、
追加申請してください。
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　現在名簿に登録されている情報が表示されるので、その中から業務種目追加申請を行う業者情報の行をクリック
してください。

　詳細情報が表示されるので、申請したい業者情報で間違いない確認を行ったら、右上の「追加申請をする」ボタンをク
リックしてください。

追加申請を実施する業者情報をク
リックしてください。

「追加申請をする」ボタンをクリックし
てください。
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　業務種目追加申請を行います。
　業務種目追加ではすでに資格を有している登録区分のみ、業務種目の追加が可能です。

2.業務種目追加申請

2-1.申請登録

※すでに「役務(情報・通信サービス以外)」の資格を有しており「役務(情報・通信サービス)」を追加する申請は可
能です。（逆の場合でも申請可能です。）
※「役務」の資格のみ有している場合に、「物品」の資格を追加申請することはできません。
※「物品」の資格のみ有している場合に、「役務」の資格を追加申請することはできません。

　入力が完了したら、画面下部の「確認」ボタンをクリックし、入力内容を確認したのち「回答」ボタンをクリックして申請を完
了してください。

業務種目追加ではすでに申請して
いる登録区分のみ、業務種目の
追加が可能です。

【要注意】
「登録区分」に初期表示されている✔は絶対に外さないでください。
✔を外すと、付随するデータが消去され、そのまま申請すると、正しく追加ができないため、再度追加申請が必要になります。
✔を外してしまった時は、一旦画面を前に戻して、初めからやり直してください。

※物品のみ資格を持っている場合は、役務の追加申請はできません。役務は「新規申請」で申請してください。
※役務のみ資格を持っている場合は、物品の追加申請はできません。物品は、「新規申請」で申請してください。
※役務（情報・通信サービス）のみ資格を持っている場合は、役務（情報・通信サービス以外）の追加申請は可能です。また、その逆も可能です。
※物品と役務の両方の資格を持っており、役務の業務種目のみを追加したい場合も、登録区分に初期表示されている物品の✔は外さないでください。
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　※「申請者（代表者）」及び「契約を締結する権限を有している者」については、本申請で修正できません。

「申請者（代表者）」について
修正するときは、追加申請の前に、
別途、変更申請（変更届）が
必要です。
（Toyokumo Kintone App
画面のユーザーページから行えま
す。）

「契約を締結する権限を有してい
る者」について修正するときは、追
加申請の前に、別途、変更申請
（変更届）が必要です。
（Toyokumo Kintone App
画面のユーザーページから行えま
す。）
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

以下業務種目を追加する際、下記の点に注意して入力してください。
※初期表示されている登録済の内容は、変更しないでください。
※追加したい業務種目に関する内容のみ、右端の「＋」ボタンをクリックして行を追加し、記入してください。

登録区分で「物品」を選択した場
合のみ記入してください。

①業務種目の追加及び追加に伴
い許認可を追加する場合は、右
端の「＋」ボタンをクリックして行を
追加
②追加した行の「選択」列の「虫
眼鏡」アイコンをクリックして、申請
する業務種目を選択
③必要事項を記入

業務種目を減らすときは、別途、
変更申請が必要です。
（Toyokumo Kintone App
画面のユーザーページから行えま
す。）

登録区分で「役務」もしくは「役務
（情報・通信サービス）」を選択
した場合のみ記入してください。

①業務種目の追加及び追加に伴
い許認可を追加する場合は、右
端の「＋」ボタンをクリックして行を
追加
②追加した行の「選択」列の「虫
眼鏡」アイコンをクリックして、申請
する業務種目を選択
③必要事項を記入

業務種目を減らすときは、別途、
変更申請が必要です。
（Toyokumo Kintone App
画面のユーザーページから行えま
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

登録区分で「役務」を選択した場
合のみ記入してください。

①業務種目の追加及び追加に伴
い許認可を追加する場合は、右
端の「＋」ボタンをクリックして行を
追加
②追加した行の「選択」列の「虫
眼鏡」アイコンをクリックして、申請
する業務種目を選択
③必要事項を記入

業務種目を減らすときは、別途、
変更申請が必要です。
（Toyokumo Kintone App
画面のユーザーページから行えま

登録区分で「役務（情報・通信
サービス）」を選択した場合のみ
記入してください。

①業務種目の追加及び追加に伴
い許認可を追加する場合は、右
端の「＋」ボタンをクリックして行を
追加
②追加した行の「選択」列の「虫
眼鏡」アイコンをクリックして、申請
する業務種目を選択
③必要事項を記入

業務種目を減らすときは、別途、
変更申請が必要です。
（Toyokumo Kintone App
画面のユーザーページから行えま
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

※申請が完了した後、県審査中は、Toyokumo kintoneAppユーザーページで申請内容の確認はできません。
　申請内容の控えが必要な場合は、確認画面をスクリーンショットする等により対応してください。

　申請が完了すると下記件名のメールが届きます。
　件名：【受付／新規・更新・追加】岡山県物品・役務入札参加資格申請（新規・更新・追加申請）

　「確認」ボタンをクリックしたら、確認画面が表示されるので、申請内容を確認し問題なければ確認画面を控えとしてお手
元に残した後、「申請」を選択してください。
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　件名：【不備訂正／追加】岡山県物品・役務入札参加資格申請（業務種目追加申請）について

　上記URLを開くとログイン画面が表示されるため、ログインを実施します。
　メールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。

　業務種目追加申請が完了し、県で審査の際、申請に不備があった場合下記件名のメールが届きます。
メールに記載してある「◆◆不備の内容◆◆」を確認のうえ、URLから申請の再提出をお願いします。

※メールに記載されている「◆◆不備の内容◆◆」についてのみ修正してください。それ以外の箇所は絶対に修正しないで
ください。

2-2.不備訂正

「岡山県物品役務App認証メー
ルアドレス申請」で申請したメール
アドレスを入力してください。

このURLをクリックしてください。
記載しているURLはサンプルであり
実際に受信したメールに記載して
あるURLとは異なります。
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　件名：【トヨクモ kintone連携サービス】Toyokumo kintoneAppへのログイン

　ログインが完了すると下記画面が表示されるので、申請した内容を表から選択し、行をクリックしてください。

※「不備訂正依頼」の内容のみ修正してください。それ以外の箇所は絶対に修正しないでください。

　上記送信ボタンをクリックしたら、入力したメールアドレスに下記件名のメールが届くため、メール本文のリンク「Toyokumo
kintoneAppにログイン」をクリックしてください。

　クリックしたら選択した内容の詳細が表示されるので、「不備訂正依頼」内容を確認し、「不備訂正する」ボタンをクリックし
てください。
　クリックしたら、再提出フォームにアクセスするので、「不備訂正依頼」の内容と「2-1.申請登録」の内容をもとに修正し、
提出してください。

「Toyokumo kintoneAppにログ
イン」をクリックしてください。

「不備訂正依頼」内容を確認し、
「不備訂正する」ボタンをクリックし
てください。

申請した内容が記載してある行を
クリックしてください。
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岡山県物品・役務入札参加資格審査申請 業務種目追加申請

　件名：【審査結果確認／追加】岡山県物品・役務入札参加資格申請（業務種目追加）審査結果について

※追加前の資格有効期限（至）が、新しく追加された資格の発効日の前日に変わります。

※県審査完了後、Toyokumo kintoneAppユーザーページ「１【審査完了】物品・役務入札参加資格者名簿」から変
更後の内容を確認できます。

　「2-1.申請登録」及び「2-2.不備訂正」が完了したら、下記件名のメールが届きます。
　審査が完了したらメール記載のURLに審査結果が表示されます。

※追加申請審査完了後から追加した資格の有効期限（自）までの間に、登録内容を変更したい場合は、追加前・後
の資格について、それぞれ変更申請を行ってください。

2-3.審査完了

不備訂正が必要な場合はこの
URLに申請が表示されます。
表示されない場合は、審査中です。

審査が完了した場合はこのURLか
らアクセスするページに審査結果が
表示されます。
本ページに、資格情報が表示され
たら審査は完了です。
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